
平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日
提
出

質

問

第

七

六

号

情
報
収
集
衛
星
の
契
約
に
お
け
る
三
菱
電
機
の
過
大
請
求
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

�

井

英

勝
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情
報
収
集
衛
星
の
契
約
に
お
け
る
三
菱
電
機
の
過
大
請
求
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
二
月
一
日
提
出
の
質
問
主
意
書
（
以
下
、
前
回
質
問
主
意
書
と
略
）
で
、
三
菱
電
機
が
自
衛
隊
の
装
備
品
や
内
閣
官
房

の
情
報
収
集
衛
星
の
契
約
で
防
衛
省
・
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
・
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
に
対
し
、
過
大

請
求
を
行
っ
て
い
た
背
景
に
は
、
防
衛
省
を
は
じ
め
と
す
る
発
注
側
の
退
職
者
が
受
注
側
の
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
り
、
そ

の
反
対
に
受
注
側
の
三
菱
電
機
の
社
員
が
発
注
側
機
関
に
採
用
さ
れ
、
発
注
側
を
退
職
後
に
三
菱
電
機
に
復
職
し
た
り
、
あ
る

い
は
現
在
も
発
注
側
機
関
に
在
籍
し
て
い
る
癒
着
の
問
題
を
指
摘
し
た
。
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
八
号
）
に
お
い

て
、
右
に
該
当
す
る
者
が
多
数
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。
な
お
、
金
額
は
円
単
位
で
表
記
し
、
元
号
は
使
わ
ず
西
暦
の
み
で
答
え
ら
れ
た
い
。

（
一
）

答
弁
書
に
お
い
て
、
三
菱
電
機
と
情
報
通
信
研
究
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
の
契
約
に
お
い
て
も
三
菱
電
機
か
ら
「
不
適

切
な
請
求
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
情
報
収
集
衛
星
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て
過
大
請
求
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
ま
た
、
現
時
点
で
判
明
し
て
い
る
三
菱
電
機
か
ら
の
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
へ
の
過
大
請
求
額
と
支
払
額

は
い
く
ら
か
。
支
払
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
同
社
に
対
し
返
還
を
求
め
た
の
か
。

（
二
）

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
）
に
お
い
て
は
、
本
年
二
月
三
日
の
時
点
で
は
三
菱
電
機

一



か
ら
の
「
不
適
切
な
請
求
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
こ
と
だ
が
、
今
日
現
在
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
状

況
か
。
現
在
も
調
査
は
継
続
中
な
の
か
。

（
三
）

三
菱
電
機
か
ら
の
各
機
関
に
対
す
る
過
大
請
求
に
関
す
る
調
査
は
ど
こ
が
、
何
を
対
象
に
、
ど
の
よ
う
な
観
点
に
着

目
し
て
行
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
い
つ
ま
で
に
終
わ
ら
せ
る
目
途
で
進
め
て
い
る
の
か
。

（
四
）

防
衛
省
が
三
菱
電
機
と
契
約
を
締
結
し
現
在
業
務
を
実
施
中
の
案
件
は
何
件
あ
り
、
契
約
金
額
は
合
計
で
い
く
ら

か
。
ま
た
、
契
約
方
式
別
に
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
何
件
で
、
契
約
金
額
は
い
く
ら
か
。

（
五
）

こ
れ
ま
で
防
衛
省
が
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
あ
る
い
は
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
業
務
を
委
託
し
、
予
算
を
執
行
し
た
も
の
は
あ
る
か
。
あ
る

と
す
れ
ば
、
委
託
を
受
け
た
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
あ
る
い
は
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
三
菱
電
機
に
再
委
託
し
た
も
の
は
何
件
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
年
度
別
の
金
額
と
総
額
は
い
く
ら
か
。

（
六
）

三
菱
電
機
は
防
衛
省
と
の
間
で
「
固
定
式
警
戒
管
制
レ
ー
ダ
装
置
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
Ｂ
Ｍ
Ｄ
（
ミ
サ
イ
ル
防

衛
）
関
連
の
契
約
も
締
結
し
て
い
る
。
三
菱
電
機
が
防
衛
省
と
の
間
で
こ
れ
ま
で
締
結
し
て
い
る
Ｂ
Ｍ
Ｄ
関
連
の
契
約

は
何
件
あ
り
、
契
約
金
額
は
総
計
で
い
く
ら
か
。
ま
た
、
今
回
の
三
菱
電
機
か
ら
の
過
大
請
求
を
受
け
て
防
衛
省
が

行
っ
て
い
る
調
査
の
対
象
に
、
Ｂ
Ｍ
Ｄ
関
連
の
契
約
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
含
ま
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理

二



由
は
何
か
。

（
七
）

Ｂ
Ｍ
Ｄ
関
連
で
は
三
菱
重
工
業
が
直
接
の
契
約
者
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
「
地
対
空
誘

導
弾
ペ
ト
リ
オ
ッ
ト
」
が
あ
る
。
地
対
空
誘
導
弾
ぺ
ト
リ
オ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
三
菱
重
工
業
と
の
間
の
こ
れ
ま
で
の
契

約
金
額
の
総
計
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
三
菱
重
工
業
は
三
菱
電
機
を
は
じ
め
複
数
事
業
者
を
再
契
約
先
と
し
て
い
る

が
、
三
菱
電
機
を
含
め
た
再
契
約
先
の
事
業
者
名
は
何
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
再
契
約
額
と
総
計
は
い
く
ら
と
把
握
し
、
ま

た
三
菱
重
工
業
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
八
）

「
地
対
空
誘
導
弾
ぺ
ト
リ
オ
ッ
ト
」
は
、
三
菱
電
機
が
再
契
約
先
に
な
っ
て
製
造
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
三
菱
電
機

と
三
菱
重
工
業
と
の
間
に
契
約
金
額
の
や
り
取
り
が
あ
る
の
で
、
地
対
空
誘
導
弾
ぺ
ト
リ
オ
ッ
ト
を
直
接
防
衛
省
か
ら

受
注
し
て
い
る
三
菱
重
工
業
も
過
大
請
求
等
の
調
査
対
象
に
含
む
べ
き
と
考
え
る
が
、
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

か
。
同
様
に
、
三
菱
電
機
が
主
契
約
者
で
な
く
再
委
託
先
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
主
契
約
者
も
調
査
対
象
と

し
て
い
る
の
か
。
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

（
九
）

防
衛
省
が
日
米
共
同
で
開
発
を
行
っ
て
い
る
ミ
サ
イ
ル
「
Ｓ
Ｍ
�
ブ
ロ
ッ
ク
�
Ａ
」
の
日
本
側
の
契
約
者
は
三
菱
重

工
業
で
あ
る
が
、
こ
の
共
同
開
発
に
三
菱
電
機
は
参
画
し
て
い
な
い
の
か
。
参
画
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
共
同
開

三



発
に
関
わ
っ
て
い
る
三
菱
電
機
等
の
企
業
か
ら
過
大
請
求
等
の
不
適
切
な
請
求
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
調
査
の

対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
十
）

気
象
庁
が
持
つ
気
象
衛
星
「
ひ
ま
わ
り
」
に
つ
い
て
、
後
継
機
に
当
た
る
「
ひ
ま
わ
り
八
号
」
「
ひ
ま
わ
り
九
号
」

の
製
造
は
国
際
競
争
入
札
に
よ
り
三
菱
電
機
が
受
注
し
て
い
る
が
、
三
菱
電
機
と
の
間
の
「
ひ
ま
わ
り
八
号
」
「
ひ
ま

わ
り
九
号
」
の
契
約
額
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
で
、
合
計
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
三
菱
電
機
が
受
注
し
た
「
ひ
ま
わ
り
」

を
め
ぐ
る
契
約
に
お
い
て
も
、
過
大
請
求
等
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
の
か
。
対
象
と
し
な
い

と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

（
十
一
）

三
菱
電
機
は
、
三
菱
重
工
業
が
主
た
る
製
造
者
と
な
っ
て
い
る
情
報
収
集
衛
星
等
を
打
ち
上
げ
る
「
Ｈ
�
Ａ
ロ

ケ
ッ
ト
」
、
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
物
資
を
補
給
す
る
「
Ｈ
Ｔ
Ｖ
（
こ
う
の
と
り
）
」
と
、
こ
れ
を
打
ち
上
げ
る

「
Ｈ
�
Ｂ
ロ
ケ
ッ
ト
」
の
開
発
や
製
造
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
に
お
い
て
、
三
菱
電
機
か
ら
の
過
大
請
求

等
の
不
適
切
な
請
求
が
な
か
っ
た
か
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
の
か
。
対
象
と
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
か
。
ま

た
、
主
た
る
製
造
者
で
あ
る
三
菱
重
工
業
も
過
大
請
求
等
の
調
査
の
対
象
に
含
ん
で
い
る
の
か
。
含
ん
で
い
な
い
と
す

れ
ば
な
ぜ
か
。

四



（
十
二
）

野
田
内
閣
は
ア
メ
リ
カ
の
測
位
衛
星
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
補
強
・
補
完
す
る
目
的
の
「
準
天
頂
衛
星
シ
ス

テ
ム
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
四
機
体
制
を
整
備
し
将
来
的
に
七
機
体
制
を
め
ざ
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
三
菱
電
機
は
Ｊ
Ａ

Ｘ
Ａ
か
ら
委
託
を
受
け
、
技
術
実
証
を
目
的
と
し
た
準
天
頂
衛
星
一
号
機
の
開
発
・
製
造
を
受
注
し
て
い
る
。
準
天
頂

衛
星
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
、
国
が
こ
れ
ま
で
三
菱
電
機
と
契
約
し
た
金
額
は
総
額
で
い
く
ら
か
。
契
約
省
庁
が
複
数
に

わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
省
庁
別
の
金
額
も
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
三
菱
電
機
が
受
注
し
て
い
る
準
天
頂
衛
星
シ

ス
テ
ム
の
契
約
に
関
し
て
も
、
過
大
請
求
等
の
不
適
切
な
請
求
に
つ
い
て
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
の
か
。
対
象
に
し

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

（
十
三
）

防
衛
省
の
装
備
品
や
内
閣
官
房
（
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
）
の
情
報
収
集
衛
星
の
契
約
で
、
三
菱
電
機
が
国
に

対
し
過
大
請
求
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
「
今
般

の
三
菱
電
機
に
よ
る
過
大
請
求
に
つ
い
て
は
、
徹
底
し
た
調
査
を
実
施
し
、
厳
正
に
対
処
す
る
」
と
あ
る
。
「
厳
正
に

対
処
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
三
菱
電
機
が
契
約
の
規
定
に
違
反
し
た
と
み
な
す
の
は
当
然
で
、
た
だ
ち
に
三
菱
電
機
と
の

契
約
を
解
除
す
る
か
、
作
業
を
止
め
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
で
き
な
い
理
由
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

（
十
四
）

情
報
収
集
衛
星
に
つ
い
て
、
政
府
は
今
年
度
予
算
の
第
四
次
補
正
を
行
い
、
今
夏
（
来
年
度
）
の
高
圧
電
力
を
必

五



要
と
す
る
作
業
を
今
年
度
中
に
前
倒
し
て
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
倒
し
で
行
お
う
と
し
て
い
る
作
業
の
中
に
、

三
菱
電
機
が
実
施
す
る
予
定
の
も
の
は
あ
る
の
か
。
三
菱
電
機
が
実
施
す
る
予
定
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
「
徹
底
し
た
調
査
」
を
行
い
「
厳
正
に
対
処
す
る
」
た
め
、
前
倒
し
は
行
わ
ず
に
予
算
は
不
用
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

（
十
五
）

答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
情
報
収
集
衛
星
の
契
約
を
め
ぐ
る
三
菱
電
機
か
ら
の
過
大
請
求
を
受
け
、
内
閣
衛
星
情
報
セ

ン
タ
ー
は
「
や
む
を
得
な
い
事
由
を
除
き
、
指
名
停
止
期
間
中
の
三
菱
電
機
を
随
意
契
約
の
相
手
方
と
は
し
な
い
」
と

し
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
は
「
や
む
を
得
な
い
事
由
を
除
き
、
競
争
参
加
資
格
の
停
止
中
の
三
菱
電
機
を
随
意
契
約
の
相

手
方
と
は
し
な
い
と
決
定
」
し
、
「
三
菱
電
機
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
随
意
契
約
の
相
手
方
と
は
し
な
い
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
指
名
停
止
の
措
置
及
び
競
争
参
加
資
格
の
停
止
の
措
置
は
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
」
と
あ
る
。
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
れ
ば
、
三
菱
電
機
を
随
意
契
約
の
相
手
方
と
し
て
情
報
収
集
衛

星
や
装
備
品
に
関
す
る
業
務
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
と
は
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
六
）

工
数
を
水
増
し
し
、
過
大
請
求
を
行
っ
た
三
菱
電
機
に
対
し
て
は
、
「
原
則
と
し
て
随
意
契
約
の
相
手
方
と
は
し

六



な
い
」
と
い
う
措
置
で
は
な
く
、
指
名
停
止
は
も
ち
ろ
ん
、
随
意
契
約
で
あ
っ
て
も
例
外
な
く
契
約
の
相
手
と
し
な
い

よ
う
な
措
置
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
三
菱
電
機
を
情
報
収
集
衛
星
や
装
備
品
に
関
す
る
契
約
相
手
と
し
て
排
除
す

る
と
、
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

（
十
七
）

指
名
停
止
や
競
争
参
加
資
格
の
停
止
の
措
置
を
行
っ
た
後
、
防
衛
省
、
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
、

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
三
菱
電
機
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
（
契
約
変
更
を
含
む
）
は
あ

る
か
。
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
件
数
と
契
約
し
た
内
容
、
契
約
金
額
、
指
名
停
止
中
等
の
措
置
を
行
っ
て
い
る
間
に
契

約
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
八
）

三
菱
電
機
は
、
防
衛
省
・
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
・
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
・
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
か
ら
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て

い
る
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
右
の
機
関
が
別
の
事
業
者
と
契
約
し
た
も
の
を
再
委
託
、
あ
る
い
は
再
々
委
託
等
何
ら
か

の
形
で
受
注
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。

（
十
九
）

答
弁
書
に
お
い
て
、
防
衛
省
等
退
職
者
の
再
就
職
者
、
あ
る
い
は
三
菱
電
機
の
社
員
（
退
職
者
や
休
職
者
）
の
防

衛
省
や
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
へ
の
再
就
職
者
や
在
職
者
を
「
確
認
で
き
る
範
囲
」
と
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
の
範
囲
な
の
か
。

（
二
十
）

防
衛
省
に
在
籍
し
、
退
職
後
に
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者
は
百
四
十
四
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
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が
、
こ
の
百
四
十
四
名
の
�
氏
名
、
�
防
衛
省
退
職
時
の
官
名
と
職
級
、
�
階
級
、
�
三
菱
電
機
再
就
職
時
の
役
職
名

と
職
務
内
容
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
社
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
二
十
一
）

防
衛
省
だ
け
で
な
く
、
国
家
公
務
員
退
職
者
の
三
菱
電
機
へ
の
再
就
職
者
は
多
数
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
防
衛

省
以
外
の
省
庁
別
の
三
菱
電
機
へ
の
現
在
ま
で
の
再
就
職
者
は
、
の
べ
何
人
で
、
省
庁
全
体
で
合
計
何
人
か
。
ま
た
、

�
氏
名
、
�
退
職
時
の
官
名
と
職
級
、
�
三
菱
電
機
再
就
職
時
の
役
職
名
と
職
務
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把

握
し
、
三
菱
電
機
か
ら
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
二
十
二
）

国
家
公
務
員
の
再
就
職
と
は
反
対
に
、
民
間
企
業
等
を
退
職
し
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
民

間
企
業
等
に
在
籍
し
た
ま
ま
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
採
用
期
間
後
に
元
の
民
間
企
業
等
に
採
用
さ
れ
る
（
復

職
す
る
）
例
も
多
い
。

現
在
ま
で
に
三
菱
電
機
を
退
職
し
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
再
び
三
菱
電
機
に
採
用
さ
れ
た
者
は
省

庁
別
に
見
る
と
常
勤
と
非
常
勤
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
で
、
省
庁
全
体
で
合
計
は
何
人
で
、
う
ち
、
常
勤
と
非
常
勤
は
そ
れ

ぞ
れ
何
人
か
。
ま
た
、
三
菱
電
機
に
在
籍
し
た
ま
ま
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
採
用
期
間
後
に
三
菱
電
機
に
復

職
し
た
者
は
省
庁
別
に
見
る
と
何
人
で
、
省
庁
全
体
で
合
計
は
何
人
で
、
う
ち
、
常
勤
と
非
常
勤
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
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か
。

（
二
十
三
）

三
菱
電
機
を
退
職
し
、
現
時
点
で
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
者
は
省
庁
別
に
見
る
と
常
勤
と
非
常

勤
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
で
、
省
庁
全
体
で
合
計
は
何
人
で
、
う
ち
、
常
勤
と
非
常
勤
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
か
。
ま
た
、
三
菱

電
機
に
在
籍
し
た
ま
ま
、
現
時
点
で
国
家
公
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
者
は
、
省
庁
別
に
見
る
と
常
勤
と
非
常
勤

は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
で
、
省
庁
全
体
で
合
計
は
何
人
で
、
う
ち
、
常
勤
と
非
常
勤
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
か
。
こ
れ
ら
の
件
に

つ
い
て
、
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
二
十
四
）

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
を
退
職
し
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者
は
六
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
六
名
に

つ
い
て
、
�
氏
名
、
�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
退
職
時
の
役
職
名
、
�
三
菱
電
機
採
用
時
の
役
職
名
と
職
務
内
容
、
�
現
在
の
役
職

名
と
職
務
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
ま
た
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
同
社
か
ら
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
二
十
五
）

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
在
籍
後
に
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も
同

セ
ン
タ
ー
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
何
人
と
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン

タ
ー
で
の
官
名
と
職
級
、
�
職
務
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
十
六
）

三
菱
電
機
の
社
員
あ
る
い
は
元
社
員
で
、
内
閣
情
報
調
査
室
ま
た
は
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
、
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同
室
ま
た
は
同
セ
ン
タ
ー
を
退
職
後
に
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
十
七
名
に
つ
い
て
、
退
職
時
の
内
閣
情
報
調
査
室
と

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
内
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
十
七
）

右
の
十
七
名
に
つ
い
て
、
�
氏
名
、
�
内
閣
情
報
調
査
室
ま
た
は
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
退
職
時
の
官
名
と

職
級
、
�
三
菱
電
機
再
就
職
時
の
役
職
名
と
職
務
内
容
、
�
現
在
の
役
職
名
と
職
務
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と

把
握
し
、
ま
た
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
二
十
八
）

三
菱
電
機
を
休
職
し
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
採
用
さ
れ
た
後
に
三
菱
電
機
に
復
職
し
た
二
十
六
名
に
つ
い
て
、
�
氏

名
、
�
三
菱
電
機
休
職
時
の
役
職
名
、
�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
退
職
時
の
役
職
名
、
�
三
菱
電
機
復
職
時
の
役
職
名
と
職
務
内
容

は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
ま
た
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
二
十
九
）

三
菱
電
機
の
社
員
で
、
同
社
退
職
後
に
内
閣
情
報
調
査
室
ま
た
は
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
現
在

も
在
籍
し
て
い
る
八
名
に
つ
い
て
、
内
閣
情
報
調
査
室
と
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
内
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
で
あ
る

か
。

（
三
十
）

三
菱
電
機
の
社
員
で
、
三
菱
電
機
退
職
後
に
防
衛
省
に
採
用
さ
れ
現
在
も
在
籍
し
て
い
る
十
七
名
、
同
社
退
職
後

に
内
閣
情
報
調
査
室
ま
た
は
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
現
在
も
在
籍
し
て
い
る
八
名
、
同
社
を
休
職
し
Ｊ
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Ａ
Ｘ
Ａ
に
採
用
さ
れ
現
在
も
在
籍
し
て
い
る
十
三
名
に
つ
い
て
、
�
氏
名
、
�
三
菱
電
機
退
職
時
あ
る
い
は
休
職
時
の

役
職
名
と
職
務
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
ま
た
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。
ま
た
、
答

弁
書
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
職
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
（
中
略
）
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

（
三
十
一
）

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
を
決
定
し
て
か
ら
現
在
ま
で
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
退
職
あ
る
い
は
休
職
し
、
内
閣
衛
星
情
報

セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
在
籍
し
て
い
る
者

は
何
人
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
か
ら
何
と
聞
い
て
い
る
か
。
ま
た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
退
職
あ
る
い
は

休
職
時
の
役
職
名
、
�
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
で
の
官
名
と
職
級
、
�
職
務
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
十
二
）

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
退
職
あ
る
い
は
休
職
し
、
三
菱
電
機
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も

三
菱
電
機
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
三
菱
電
機
か
ら
何
と
聞
い
て
い
る
か
。
ま

た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
退
職
時
あ
る
い
は
休
職
時
の
役
職
名
、
�
三
菱
電
機
採
用
時
の
役
職
名
と
職
務

内
容
、
�
現
在
の
役
職
名
と
職
務
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い

て
い
る
か
。
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（
三
十
三
）

三
菱
電
機
の
社
員
あ
る
い
は
元
社
員
で
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

ま
た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
三
菱
電
機
在
職
時
の
役
職
名
と
職
務
内
容
、
�
現
在
の
役
職
名
と
職
務
内
容
は
、
そ
れ

ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
ま
た
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
三
十
四
）

答
弁
書
に
お
い
て
、
情
報
収
集
衛
星
の
事
業
に
関
す
る
三
菱
電
機
へ
の
支
出
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
を
経
由
し
て
資
源

探
査
用
観
測
シ
ス
テ
ム
・
宇
宙
環
境
利
用
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
）
か
ら
、
確
認
で
き
て
い
る
だ
け
で
も
約
五

百
二
十
四
億
円
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
三
菱
電
機
の
社
員
あ
る
い
は
元
社
員
の
う
ち
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
採
用
さ

れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
と
把
握
し
、
ま
た

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
と
三
菱
電
機
か
ら
何
と
聞
い
て
い
る
か
。
ま
た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
三
菱
電
機
在
職
時
の
役
職
名
と
職

務
内
容
、
�
現
在
の
役
職
名
と
職
務
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
と
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞

い
て
い
る
か
。

（
三
十
五
）

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
を
退
職
あ
る
い
は
休
職
し
、
三
菱
電
機
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も

三
菱
電
機
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
と
三
菱
電
機
か
ら
何
と
聞
い
て
い
る
か
。
ま
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た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
退
職
時
あ
る
い
は
休
職
時
の
役
職
名
、
�
三
菱
電
機
採
用
時
の
役
職
名
と
職
務

内
容
、
�
現
在
の
役
職
名
と
職
務
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
と
三
菱
電
機
か
ら
は
何
と
聞
い

て
い
る
か
。

（
三
十
六
）

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
の
べ
何
人
い
て
、
そ
の
う
ち
現
在
も

Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
と
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
採
用
者
の
�
氏
名
、
�
内
閣
衛
星

情
報
セ
ン
タ
ー
退
職
時
の
官
名
と
職
級
、
�
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
採
用
時
の
役
職
名
と
職
務
内
容
、
�
現
在
の
役
職
名
と
職
務

内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
と
把
握
し
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
か
ら
は
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
三
十
七
）

前
回
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
打
ち
上
げ
た
情
報
収
集
衛
星
（
軌
道
投
入
に
失
敗
し
た
も
の
を
含

む
）
と
現
在
開
発
中
の
も
の
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
�
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
「
委
託
を
受
け
た
事
業
者
」
、

�
提
案
を
出
し
た
「
複
数
の
事
業
者
」
と
「
価
格
」
、
�
「
技
術
や
価
格
を
総
合
的
に
評
価
」
す
る
基
準
、
�
「
衛
星

の
製
造
を
請
け
負
う
事
業
者
」
と
し
て
「
選
定
さ
れ
た
事
業
者
」
と
を
問
う
た
が
、
答
弁
書
で
は
光
学
一
号
機
・
同
二

号
機
・
同
実
証
機
、
レ
ー
ダ
一
号
機
・
二
号
機
に
関
す
る
答
が
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
右
の
五
機
の

情
報
収
集
衛
星
の
「
衛
星
の
製
造
を
請
け
負
う
事
業
者
」
も
、
す
べ
て
三
菱
電
機
で
は
な
い
の
か
。
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（
三
十
八
）

現
在
開
発
中
の
も
の
を
含
め
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
の
事
業
者
選
定
の
契
約
形
態
は
「
指
名
型
に
よ
る
技
術

提
案
方
式
」
と
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
随
意
契
約
の
一
つ
で
は
な
い
の
か
。
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式
と
は
、
会

計
法
令
上
の
ど
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

（
三
十
九
）

情
報
収
集
衛
星
に
つ
い
て
内
閣
官
房
か
ら
支
出
委
任
を
受
け
た
省
庁
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
は
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
事

業
の
委
託
を
行
っ
て
い
る
が
、
前
回
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
か
ら
再
委
託
を
受
け
た
事

業
者
は
三
菱
電
機
を
含
め
四
十
五
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
こ
れ
ら
の
事
業
者
と
の
契
約
金
額
（
再
委
託

額
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
契
約
金
額
の
多
い
順
番
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
文
部
科
学
省
が
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
委
託

し
た
金
額
は
い
く
ら
で
、
右
の
再
委
託
額
と
の
差
額
は
い
く
ら
か
。

（
四
十
）

総
務
省
は
内
閣
官
房
か
ら
支
出
委
任
を
受
け
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
事
業
を
委
託
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
三
菱
電
機
に
再
委
託
し

て
い
る
。
総
務
省
が
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
委
託
し
た
金
額
は
い
く
ら
で
、
三
菱
電
機
に
再
委
託
し
た
金
額
は
い
く
ら
か
。
ま

た
、
そ
の
差
額
は
い
く
ら
か
。

（
四
十
一
）

二
〇
〇
五
年
十
月
三
十
一
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
四
四
号
）
に
お
い

て
、
委
託
額
と
再
委
託
額
の
差
額
に
つ
い
て
「
各
独
立
行
政
法
人
等
に
お
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
等
に
使
わ
れ
て
い

一
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る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
お
け
る
委
託
費
と
再
委
託
費
と
の
差
額
も
、
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管

理
等
」
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
、
情
報
収
集
衛
星
に
関
す
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管

理
等
」
の
費
用
の
詳
細
な
内
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
人
件
費
は
い
く
ら
で
、
の
べ
何
人
分
に

な
る
か
。

（
四
十
二
）

内
閣
官
房
か
ら
支
出
委
任
を
受
け
た
情
報
収
集
衛
星
の
予
算
に
つ
い
て
、
�
文
部
科
学
省
が
委
託
し
た
Ｊ
Ａ
Ｘ

Ａ
の
再
委
託
先
の
う
ち
、
三
菱
電
機
か
ら
は
、
再
々
委
託
先
の
事
業
者
名
に
つ
い
て
何
と
聞
い
て
い
る
か
。
�
総
務
省

が
委
託
し
た
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
再
委
託
先
で
あ
る
三
菱
電
機
か
ら
は
、
再
々
委
託
先
の
事
業
者
名
に
つ
い
て
何
と
聞
い
て
い

る
か
。
�
経
済
産
業
省
が
委
託
し
た
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
の
再
委
託
先
で
あ
る
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
か
ら
は
、
再
々
委
託
先
の
事
業
者
名

に
つ
い
て
何
と
聞
い
て
い
る
か
。

（
四
十
三
）

前
回
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
よ
る
と
、
装
備
品
契
約
を
め
ぐ
る
防
衛
省
（
防
衛
庁
当
時
含
む
）
へ
の

過
大
請
求
に
つ
い
て
防
衛
省
が
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
を
は
じ
め
合
計
十
八
件
、
金
額
に
し
て
総
計
約
九
百

五
十
四
億
二
千
万
円
に
上
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
防
衛
省
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
返
還
さ
せ
て
い
る
か
。
さ
せ
て

い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
各
々
に
つ
い
て
過
大
請
求
が
明
ら
か
と
な
っ
た
日
、
返
還
さ
せ
た
日

一
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を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
十
四
）

答
弁
書
で
明
ら
か
に
し
た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
を
は
じ
め
過
大
請
求
が
あ
っ
た
装
備
品
契
約
に
つ
い
て
、
防
衛
省
は
そ
の
契

約
を
す
べ
て
、
あ
る
い
は
一
部
を
解
除
し
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
十
五
）

防
衛
省
は
「
あ
ら
か
じ
め
代
金
の
金
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
等
に
は
、
契
約
上
、
監
査
を
受

け
る
こ
と
を
義
務
付
け
」
、
「
虚
偽
の
資
料
を
提
出
す
る
な
ど
し
た
場
合
の
違
約
金
の
徴
収
に
係
る
特
約
条
項
の
導
入

等
、
不
適
切
な
事
案
の
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
き
た
」
と
い
う
。
同
様
に
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
は
「
契
約
の
相
手
方
に
係
る
会

計
制
度
の
調
査
の
強
化
や
、
監
査
体
制
の
強
化
等
、
不
適
切
な
事
案
の
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
き
た
」
と
い
う
。
今

回
、
三
菱
電
機
か
ら
工
数
の
水
増
し
に
よ
り
過
大
請
求
が
さ
れ
、
過
大
な
支
出
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の

再
発
防
止
策
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

（
四
十
六
）

防
衛
省
と
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
義
務
付
け
て
い
る
と
い
う
「
監
査
」
と
は
、
具
体
的
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
ら
受
け
て
い

る
の
か
。
監
査
先
の
名
称
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
防
衛
省
が
導
入
し
て
い
る
と
い
う
「
違
約
金
の
徴
収
に
係
る
特
約

条
項
」
の
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
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（
四
十
七
）

前
回
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
情
報
収
集
衛
星
に
関
す
る
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
三
菱
電
機
と
の
間
の
契
約
が
随
意
契
約

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
答
弁
書
は
「
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
お
い
て
は
、
随
意
契
約
を
行
う
場
合
に
は
」
、
「
契

約
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
事
業
者
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
そ
の
技
術
や
価
格
を
総
合
的
に
評
価
し
た
上
で
相
手
方
を
選

定
す
る
」
と
あ
る
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
情
報
収
集
衛
星
に
関
す
る
業
務
を
開
始
し
て
以
降
、
情
報
収
集
衛
星
を
含
め
こ
れ
ま

で
随
意
契
約
に
よ
っ
て
そ
の
契
約
相
手
を
三
菱
電
機
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
�
年
度
、
�
契
約
の
案
件
名
、
�
提
案

を
出
し
た
複
数
の
事
業
者
名
、
�
提
案
し
た
価
格
、
�
契
約
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
情
報
収
集
衛

星
を
含
め
こ
れ
ま
で
三
菱
電
機
と
の
間
で
契
約
を
結
ん
だ
総
件
数
と
金
額
、
そ
の
う
ち
一
般
競
争
契
約
に
よ
る
件
数
と

金
額
、
随
意
契
約
に
よ
る
件
数
と
金
額
と
を
示
さ
れ
た
い
。

（
四
十
八
）

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
こ
れ
ま
で
三
菱
電
機
と
の
間
で
契
約
を
結
ん
だ
総
件
数
と
金
額
、
そ
の
う
ち
一
般
競
争
契
約
に
よ

る
件
数
と
金
額
、
随
意
契
約
に
よ
る
件
数
と
金
額
と
を
示
さ
れ
た
い
。

（
四
十
九
）

前
回
質
問
主
意
書
で
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
お
け
る
Ｎ
Ｅ
Ｃ
と
Ｎ
Ｅ
Ｃ
以
外
の
事
業
者
か
ら
の
過
大
請
求
内
容
と
過
大

請
求
額
に
つ
い
て
質
し
た
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
か
ら
総
額
五
十
三
億
円
あ
ま
り
の
過
大
請
求
が
あ
っ
た
契
約
は
、
何
に
関
す
る
も

の
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
答
弁
書
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
以
外
の
事
業
者
か
ら
総
額
四
億
円
あ
ま
り
の
過
大
請
求
が
あ
っ

一
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た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
過
大
請
求
を
行
っ
た
事
業
者
別
の
過
大
請
求
額
と
契
約
の
案
件
に
つ
い
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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